
 

秋田市告示第187号 

 

 介護保険法（平成９年法律第123号）第78条の５第２項の規定に基づき、

指定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届出があったので、同法

第78条の11の規定により告示する。 

 

  令和５年６月１日 

 

秋田市長 穂 積   志      

 

事業者の 

名  称 

事業所の 

名  称 
事業所の所在地 廃止の年月日 

サービスの 

種 類 

企 業 組 合

や ま び こ

ケ ア セ ン

ター 

あ い ご デ イ

サービス 

秋田市下北手松

崎字家ノ前４番

地４ 

令和５年５月31日 
地 域 密 着 型

通所介護 

 


